誓約書
令和　　年　　月　　日
　芽室町長　あて
申請事業者　名称（会社名又は屋号）
代表者氏名（自署）
私（当社）は、メムロスキー場に出店するにあたり、「メムロスキー場の再開に係る出店者募集要項」を十分理解のうえ、下記の事項について誓約します。
　この誓約が虚偽であり、またはこの誓約に反したことにより、私（当社）が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。
記
１　「メムロスキー場の再開に係る出店者募集要項」で定めるルール・条件を遵守し、町、来場者、他の出店者等に迷惑をかけず、円滑な運営に協力するとともに、町の指示に従います。
２　営業に関して必要な許可等を取得していない者ではありません。
[bookmark: _GoBack]３　食品衛生に十分注意するとともに、保健所への申請等は自らの責任で行い、食中毒やその他事故の防止に努めるとともに、食中毒やその他の事故が発生した場合、一切の責任を取ります。
４　出店期間中に負傷したり、これらに基づいた後遺症が発生したり、 死亡した場合においても、その原因に関わらず、全ての関係者に対する責任の一切を免除し、出店者に係る自身・近親者・相続人などのいずれからも、私や従業員等が被った一切の損害について賠償請求・訴訟の提起及びそれらの弁護士費用などの支払請求を一切行いません。
５　出店期間中に被害者及び加害者となる事故が発生した場合は、自己の責任において一切を対処し町及び関係者に責を帰さないことを誓います。また、その際は速やかに町に報告します。
６　町により出店の続行に支障があると判断された場合は、出店の中止勧告を受け入れます。
７　天候の悪化及び環境の不良など町の責に帰すべからざる事由による出店の中止や内容変更があった場合においても、町に対して責任を追及せず、出店に係る諸経費の請求を一切行いません。
８　用具等の破損・紛失などが発生した場合は、町に対して責任を追及せず、出店に係る諸経費の請求を一切行いません。
９　出店における私や従業員等の肖像・氏名・年齢・自己紹介などの個人情報が、町が作成するウェブサイト・パンフレット、広報物、報道・情報メディアなどに使用されることを承諾します。
10　私（当社）はいずれにも該当しません。
　①私は、芽室町暴力団排除条例第２条第１号及び第２号に規定する暴力団又は暴力団員ではありません。
　②私（当社）は、芽室町暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団関係事業者ではありません。
11　会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）等に基づく更生又は再生手続きを行っている者ではありません。
12　次に掲げる事業を行う者ではありません。
ア　政治的活動又は宗教的活動に関するもの
イ　公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
　ウ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業
13　本誓約書の解釈に疑義がある場合、出店にかかわる募集要項等に従い、双方話し合いによって解決します。
